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保護者の皆様 
  

仙台市教育委員会   
 
 

「いじめ防止『きずな』キャンペーン きみたちは ずっと なかま」 の実施について（お知らせ） 

 
 秋冷の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、仙台市教育委員会では、いじめ防止対策を最優先課題として取り組んでおり、全ての児

童生徒が安心・安全に学校生活を過ごすことができるよう、５月に引き続き、１１月も下記のと

おりキャンペーンを実施いたします。 
 つきましては、ご家庭におかれましても、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 目的 

いじめは決して許されない行為であるとともに、どの子供にも、どの学校でも起こりうるも

のであることを十分認識し、全市立学校が、いじめをなくすための様々な取組を行うことによ

り、「いじめをしない、させない、許さない」という児童生徒の意識を高め、いじめの未然防止

を図る。 
２ 期間 

令和５年１１月１日（水）～１１月３０日（木） 
３ 主催 

仙台市教育委員会、仙台市ＰＴＡ協議会、仙台市校外指導連盟、仙台市地域ぐるみ生活指導

連絡協議会 
４ 主な取組 

（１）「仙台市児童生徒８万人のいじめ防止『きずな』アクション」によるいじめ防止活動 
（２）「いじめ防止『きずな』宣言シート」による振り返り 
（３）仙台市いじめアンケートの実施 
（４）児童生徒のサインを見逃さない取組 
（５）いじめ未然防止に向けた啓発 
（６）校内いじめ防止対策及び校内体制の再確認、その他 

５ 家庭の協力について 
（１）ご家庭においても、いじめは決して許されない行為であることや、憶測や偏見で差別を

してはならないこと等について、お子様と話題にしてください。 
（２）いじめ等に関してお子様が悩まれている場合や、学校の対応について不安や疑問を感じ

ている場合は、スクールカウンセラーや相談電話等の相談窓口を積極的にご活用ください。 
※ 相談窓口のご利用は、保護者の利用も可能です。相談窓口の詳細につきましては、４月

に配布した「いじめ防止学校・家庭・地域連携シート」や「仙台市いじめ防止等対策ポー

タルサイト」（下記ＵＲＬ及び二次元コード参照）をご覧ください。 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 URL：https://sendai-ijimetaisaku.jp/    二次元コード 
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